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大
江
匡
房
の
著
作
と『
新
撰
朗
詠
集
』

佐
藤
　
道
生

は
じ
め
に

　

私
は
去
る
六
月
三
十
日
に
名
古
屋
大
学
東
山
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
説
話
文
学
会
大
会
に
於
い
て
「
大
江
匡
房
と
藤
原
基
俊
」
と
題
す
る

口
頭
発
表
を
行
な
い
、
大
江
匡
房
と
藤
原
基
俊
と
が
学
問
上
の
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た1

。
も
し
私
の
推
論
し
た
と
お
り
基
俊
が
匡
房

の
門
弟
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
基
俊
が
匡
房
の
学
問
を
吸
収
し
た
証
し
と
し
て
、
二
人
の
著
作
に
は
共
通
す
る
漢
学
の
体
系
的
知
識
が
認
め
ら
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
二
人
の
著
作
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
点
を
具
体
的
に
検
証
し
て
み
た
い
。

一
、
大
江
匡
房
の
「
詩
境
記
」

大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
│
一
一
一
一
）
に
は
そ
の
文
学
的
価
値
観
を
提
示
し
た
「
詩
境
記
」（『
朝
野
群
載
』
巻
三
）
と
題
す
る
作
品
が
現
存
し

て
い
る2

。
こ
れ
は
匡
房
に
よ
る
中
国
詩
史
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
彼
は
詩
を
製
作
す
る
場
（
詩
壇
）
を
国
家
に
準
え
て
「
詩

境
」
と
名
づ
け
、
皇
帝
を
詩
境
の
統
治
者
（
詩
壇
の
主
宰
者
）
に
、
臣
下
の
詩
人
を
詩
境
の
住
民
（
詩
壇
の
構
成
員
）
に
見
立
て
て
、
周
代
か
ら
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唐
代
に
至
る
ま
で
の
詩
壇
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
る
。
ふ
つ
う
詩
史
の
主
役
は
詩
人
だ
が
、「
詩
境
記
」
で
は
詩
壇
を
形
成
し
て
詩
人
を
統
括
す
る

役
割
を
担
う
皇
帝
の
存
在
を
重
視
し
て
い
る
。
皇
帝
は
自
ら
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
臣
下
の
詩
を
正
し
く
評
価
で
き
る
才
能
を
兼
ね
備
え
、
そ

の
詩
臣
を
庇
護
す
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
匡
房
の
主
張
で
あ
る
。
記
中
、
匡
房
は
詩
境
の
統
治
者
と
し
て
魏
の
文
帝
、
唐
の

太
宗
の
名
を
挙
げ
る
一
方
で
、
詩
境
を
統
治
す
る
資
質
に
欠
け
る
皇
帝
と
し
て
劉
宋
の
明
帝
（
正
し
く
は
文
帝
）、
隋
の
煬
帝
の
二
人
を
挙
げ
て

い
る
。

「
詩
境
記
」
は
、
中
国
詩
史
を
叙
述
し
た
後
、
一
転
し
て
筆
先
を
我
が
国
に
向
け
、

我
朝
起
於
弘
仁
承
和
、
盛
於
貞
観
延
喜
。
中
興
於
承
平
天
暦
、
再
昌
於
長
保
寛
弘
。
広
謂
則
三
十
餘
人
、
略
其
菁
莫
、
不
過
六
七
許
輩
。

（
我
が
朝
は
弘
仁
・
承
和
に
起
こ
り
、
貞
観
・
延
喜
に
盛
ん
な
り
。
承
平
・
天
暦
に
中
興
し
て
、
再
び
長
保
・
寛
弘
に
昌さ
か

ん
な
り
。
広
く
謂
へ

ば
則
ち
三
十
餘
人
、
其
の
菁
莫
を
略
す
れ
ば
、
六
七
許
輩
に
過
ぎ
ず
。）

と
だ
け
述
べ
て
、
唐
突
に
記
事
を
終
え
て
い
る
。
こ
の
い
か
に
も
中
途
半
端
な
終
わ
り
方
は
、
本
来
こ
の
後
に
本
邦
詩
史
の
叙
述
の
あ
っ
た
こ
と

を
想
起
さ
せ
る
。
記
の
現
状
は
匡
房
自
身
が
そ
の
部
分
を
削
除
し
た
か
、
後
世
そ
の
部
分
が
失
わ
れ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
最
初

か
ら
後
半
部
分
が
無
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
匡
房
が
そ
こ
に
何
を
書
い
た
の
か
（
書
こ
う
と
し
た
の
か
）、
今
と
な
っ

て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
先
に
指
摘
し
た
如
く
、
理
想
的
な
天
子
は
（
国
家
を
統
治
す
る
だ
け
で
な
く
）
詩
人
を
庇
護
し
、
詩

壇
を
も
統
括
す
る
と
い
う
文
学
観
が
匡
房
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
詩
史
の
画
期
と
し
て
具
体
的
な
年
号
（
弘
仁
・
承
和
・
貞
観
・
延
喜
・

承
平
・
天
暦
・
長
保
・
寛
弘
）
を
挙
げ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
時
期
を
治
め
た
天
皇
が
本
邦
詩
壇
を
牽
引
し
た
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
文
学
史
観
が
引
き
継
が
れ
て
、
弟
子
の
基
俊
の
著
作
に
も
見
出
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

詩
境
の
「
起
」
点
と
す
る
弘
仁
・
承
和
は
、
弘
仁
（
八
一
〇
│
八
二
四
）
が
嵯
峨
天
皇
の
、
承
和
（
八
三
四
│
八
四
八
）
が
仁
明
天
皇
の
治
世

で
あ
る
。
隆
「
盛
」
を
迎
え
た
と
す
る
貞
観
・
延
喜
は
、
貞
観
（
八
五
九
│
八
七
七
）
が
清
和
天
皇
の
、
延
喜
（
九
〇
一
│
九
二
三
）
が
醍
醐
天
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皇
の
治
世
で
あ
る
。「
中
ご
ろ
興
っ
た
」
と
す
る
承
平
・
天
暦
は
、
承
平
（
九
三
一
│
九
三
八
）
が
朱
雀
天
皇
の
、
天
暦
（
九
四
七
│
九
五
七
）

が
村
上
天
皇
の
治
世
で
あ
る
。「
再
び
昌
ん
に
な
っ
た
」
と
す
る
長
保
（
九
九
九
│
一
〇
〇
四
）・
寛
弘
（
一
〇
〇
四
│
一
〇
一
二
）
は
一
条
天
皇

の
治
世
で
あ
る
。

匡
房
が
本
邦
詩
史
上
、
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
天
皇
を
詩
境
の
統
治
者
と
し
て
重
視
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
、
以
下
に

『
江
談
抄
』
を
用
い
て
証
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。『
江
談
抄
』
は
匡
房
の
言
談
（
江
談
）
を
集
成
し
た
書
で
あ
る3

。
言
談
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
が
、
詩
文
に
関
す
る
言
談
に
は
し
ば
し
ば
天
皇
が
登
場
す
る
。
右
の
七
人
の
中
で
は
仁
明
・
清
和
・
朱
雀
の
三
人
が
話
題
に
上
る
こ
と

は
な
い
（『
江
談
抄
』
の
散
佚
部
分
に
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
）
が
、
他
の
四
人
は
何
れ
も
詩
壇
を
主
宰
す
る
聖
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

且
つ
『
江
談
抄
』
で
は
嵯
峨
・
醍
醐
・
村
上
・
一
条
以
外
で
匡
房
か
ら
詩
才
を
称
え
ら
れ
た
天
皇
は
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
順
を
逐
っ
て
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
─
一
、
嵯
峨
天
皇

　

嵯
峨
天
皇
（
七
八
六
│
八
四
二
。
在
位
は
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
四
月
か
ら
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
四
月
ま
で
）
の
文
学
的
事
績
と
し
て
は

第
一
に
『
凌
雲
集
』『
文
華
秀
麗
集
』
の
編
纂
を
下
命
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
匡
房
が
本
邦
詩
史
の
起
点
に
弘
仁
と
い
う
嵯
峨
の

年
号
を
挙
げ
た
の
は
、
そ
の
勅
撰
漢
詩
集
の
下
命
を
念
頭
に
置
い
た
か
ら
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
以
上
に
大
き
な
事
件
が
『
白
氏
文
集
』
の

渡
来
で
あ
っ
た
。

周
知
の
如
く
、
白
居
易
の
詩
文
は
渡
来
す
る
や
瞬
く
間
に
流
行
し
、
我
が
国
の
詩
風
を
一
変
さ
せ
た
。
そ
の
渡
来
時
期
は
勅
撰
三
集
（
右
の
二

集
に
『
経
国
集
』
を
加
え
る
）
の
成
立
後
、
仁
明
天
皇
の
承
和
年
間
で
あ
る4

。
太
宰
大
弐
藤
原
岳
守
が
唐
人
の
貨
物
か
ら
「
元
白
詩
筆
」（
元
は

元
稹
）
を
見
出
し
、
仁
明
天
皇
に
献
上
し
た
の
が
承
和
五
年
（
八
三
八
）
の
こ
と
で
あ
り
（『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
元
年
（
八
五
一
）
九

月
乙
未
（
二
十
六
日
）
条
）、
円
仁
の
将
来
目
録
『
慈
覚
大
師
在
唐
送
進
録
』
に
載
る
「
任
氏
怨
歌
行
一
帖
〈
白
居
易
〉」「
杭
越
寄
和
詩
幷
序
一

帖
」
が
遣
唐
使
舶
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
の
が
承
和
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
承
和
十
四
年
に
は
慧
萼
が
蘇
州
南
禅
院
で
書
写
し
た
『
白
氏
文
集
』
を
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持
ち
帰
り
、
ま
た
円
仁
も
同
じ
年
に
「
白
家
詩
集
六
巻
」（『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』
に
載
る
）
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
実
は
、
具

平
親
王
（
九
六
四
│
一
〇
〇
九
）
が
「
和
高
礼
部
再
夢
唐
白
大
保
之
作
（
高
礼
部
（
高
階
積
善
）
の
再
び
唐
の
白
大
保
を
夢
み
る
の
作
に
和
す
）」

の
頸
聯
「
中
華
変
雅
人
相
慣
、
季
葉
頽
風
体
未
訛
。（
中
華
の
変
雅 

人
相
ひ
慣
れ
た
れ
ど
も
、
季
葉
の
頽
風 

体
未
だ
訛あ

や
また

ず
）」
に
自
注
を
付
し

て
「
我
朝
詞
人
才
子
、
以
白
氏
文
集
為
規
摸
。
故
承
和
以
来
、
言
詩
者
皆
不
失
体
裁
矣
。（
我
が
朝
の
詞
人
才
子
、
白
氏
文
集
を
以
つ
て
規
摸
と

す
。
故
に
承
和
よ
り
以
来
、
詩
を
言
ふ
者
皆
な
体
裁
を
失
は
ず
）」
と
本
邦
詩
人
の
『
白
氏
文
集
』
に
接
し
た
起
点
を
承
和
と
見
な
し
た
発
言
と

見
事
に
符
合
す
る
。
そ
し
て
平
安
貴
族
の
間
で
は
、
暗
黙
裏
に
『
白
氏
文
集
』
が
渡
来
し
た
仁
明
朝
以
後
と
、
そ
れ
以
前
の
勅
撰
三
集
時
代
と
で

は
本
邦
の
詩
風
が
全
く
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
勅
撰
三
集
か
ら
の
摘
句
が
一
首
も
見
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の
何
よ
り

の
証
拠
で
あ
る5

。

と
こ
ろ
が
、『
江
談
抄
』
巻
四
の
第
五
話
に
は
そ
の
常
識
を
覆
す
よ
う
な
言
談
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

閉
閣
唯
聞
朝
暮
鼓
、
登
楼
遙
望
往
来
船
。〈
行
幸
河
陽
館
。
弘
仁
御
製
〉

故
賢
相
伝
云
、
白
氏
文
集
一
本
詩
、
渡
来
在
御
所
。
尤
被
秘
蔵
、
人
敢
無
見
。
此
句
在
彼
集
。
叡
覧
之
後
、
即
行
幸
此
観
、
有
此
御
製
也
。
召

小
野
篁
令
見
。
即
奏
曰
、
以
遙
為
空
、
弥
可
美
者
。
天
皇
大
驚
、
勅
曰
、
此
句
楽
天
句
也
。
試
汝
也
。
本
空
字
也
。
今
汝
詩
情
與
楽
天
同
也

者
。
文
場
故
事
尤
在
此
事
。
仍
書
之
。

（
閣
を
閉
ぢ
て
は
唯
だ
聞
く  

朝
暮
の
鼓
、
楼
に
登
り
て
は
遙
か
に
望
む  

往
来
の
船
。〈
河
陽
館
に
行
幸
す
。
弘
仁
御
製
〉

故
賢
相
ひ
伝
へ
て
云
ふ
、「『
白
氏
文
集
』
一
本
の
詩
、
渡
来
し
て
御
所
に
在
り
。
尤
も
秘
蔵
せ
ら
れ
、
人
敢
へ
て
見
る
こ
と
無
し
。
此
の
句
は

彼
の
集
に
在
り
。
叡
覧
の
後
、
即
ち
此
の
観
に
行
幸
し
て
、
此
の
御
製
有
る
な
り
。
小
野
篁
を
召
し
て
見
し
む
。
即
ち
奏
し
て
曰
は
く
、「
遙

を
以
つ
て
空
と
為せ

ば
、
弥
い
よ
美
な
る
可
し
」
者て
へ
り。
天
皇
大
い
に
驚
き
、
勅
し
て
曰
は
く
、「
此
の
句
は
楽
天
の
句
な
り
。
汝
を
試
み
る
な

り
。
本
よ
り
空
字
な
り
。
今
汝
の
詩
情
、
楽
天
と
同
じ
き
な
り
」
者
」。
文
場
の
故
事
、
尤
も
此
の
事
に
在
り
。
仍
り
て
之
れ
を
書
く
。）
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『
白
氏
文
集
』
を
最
初
に
手
に
入
れ
た
の
は
仁
明
天
皇
で
は
な
く
、
実
は
そ
れ
よ
り
早
く
嵯
峨
天
皇
が
秘
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
を
用
い
て
側
近

の
詩
人
小
野
篁
の
詩
才
を
試
し
た
の
だ
と
、
匡
房
は
故
賢
の
口
を
借
り
て
述
べ
て
い
る
。
文
中
の
「
此
句
」
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
八
に
収
め

る
「
春
江
」（

1159
）
と
題
す
る
詩
の
頷
聯
で
あ
り
、
た
し
か
に
『
白
氏
文
集
』
の
本
文
は
「
閉
閣
只
聴
朝
暮
鼓
、
上
楼
空
望
往
来
船
」（
唐
鈔
本
系

の
『
管
見
抄
』
に
拠
る
。
宋
刊
本
系
の
那
波
本
で
は
「
閣
」
を
「
閤
」
に
作
る
）
で
あ
る
。
嵯
峨
天
皇
が
実
際
に
『
白
氏
文
集
』
を
愛
読
し
て
い

た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
嵯
峨
の
没
し
た
承
和
九
年
は
白
詩
の
渡
来
後
に
当
た
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
可
能
性
は
無
い
と
は
言
え
な
い

が
、
恐
ら
く
事
実
で
は
無
か
ろ
う
。
し
か
し
匡
房
は
、
そ
の
根
拠
・
意
図
は
不
明
な
が
ら
、
白
詩
受
容
の
起
点
を
嵯
峨
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
匡
房
以
前
の
貴
族
達
の
認
識
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
匡
房
は
『
江
談
抄
』
巻
六
の
第
四
話
「
田
村
麿
卿
伝
事
」
に

又
云
、
田
村
麿
卿
伝
者
、
弘
仁
御
製
也
。
其
一
句
云
、
張
将
軍
之
武
略
、
当
案
轡
前
駆
、
蕭
相
国
之
奇
謀
、
宜
執
鞭
後
乗
云
々
。
神
之
神
妙
也
。

（
又
た
云
ふ
、「『
田
村
麿
卿
伝
』
は
、
弘
仁
の
御
製
な
り
。
其
の
一
句
に
云
ふ
、「
張
将
軍
の
武
略
、
当
に
轡
く
つ
ば
みを

案
じ
て
前
駆
す
べ
し
、
蕭
相

国
の
奇
謀
、
宜
し
く
鞭
を
執
り
て
後
乗
す
べ
し
」
と
云
々
。
神
の
神
妙
な
り
」
と
。）

と
語
り
、
嵯
峨
天
皇
の
文
才
を
称
讃
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
匡
房
は
、
嵯
峨
が
白
居
易
を
我
が
国
で
最
初
に
見
出
し
た
炯
眼
の
持
ち
主
で
あ
る

こ
と
、
自
身
も
詩
文
に
優
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
詩
境
の
統
治
者
と
し
て
相
応
し
い
天
子
で
あ
る
と
し
て
、
本
邦
詩
史
の
起
点
に
位
置
づ
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
─
二
、
醍
醐
天
皇

　
『
江
談
抄
』
に
は
、
醍
醐
天
皇
（
八
八
五
│
九
三
〇
）
に
詩
を
評
価
す
る
才
能
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
儒
者
が
重
ん
じ
て
い
た
内
容
の
説
話
が

見
出
さ
れ
る
。
ま
さ
に
詩
境
を
治
め
る
に
相
応
し
い
天
皇
で
あ
る
と
匡
房
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
数
あ
る
説
話
の
中
か
ら
巻
四
の
第
十
七
話
、
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第
十
四
話
を
次
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

青
嵐
漫
触
粧
猶
重
、
皓
月
高
和
影
不
沈
。〈
省
試
御
題
、
山
明
望
松
雪
。
菅
名
明
〉

古
人
曰
、
評
定
以
前
、
延
喜
聖
主
詠
此
句
、
弾
御
琴
。
諸
儒
伝
承
、
令
及
第
。

（
青
嵐
漫
ろ
に
触
れ
て
粧
ひ
猶
ほ
重
し
、
皓
月
高
く
和
し
て
影
沈
ま
ず
。〈
省
試
御
題
、
山
明
ら
か
に
し
て
松
の
雪
を
望
む
。
菅
名
明
〉

古
人
曰
は
く
、「
評
定
以
前
、
延
喜
の
聖
主
、
此
の
句
を
詠
じ
て
、
御
琴
を
弾
き
た
ま
ふ
。
諸
儒
伝
へ
承
り
て
、
及
第
せ
し
む
」
と
。）

詩
の
作
者
「
菅
名
明
」
は
菅
野
名
明
（
生
没
年
未
詳
）。
文
章
生
を
選
抜
す
る
省
試
に
当
た
っ
て
、
醍
醐
天
皇
が
自
ら
詩
題
を
出
し
、
ま
た
、

合
否
の
評
定
で
は
、
醍
醐
の
下
し
た
評
価
に
判
儒
た
ち
が
従
っ
た
と
い
う
話
柄
で
あ
る
。『
江
談
抄
』
で
は
醍
醐
天
皇
を
「
聖
主
」
と
呼
ぶ
。
匡

房
が
醍
醐
を
詩
境
の
統
治
者
と
見
な
し
、
高
い
文
学
的
評
価
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。

天
山
不
弁
何
年
雪
、
合
浦
応
迷
旧
日
珠
。〈
禁
庭
翫
月
〉

故
老
伝
云
、
講
詩
之
間
、
読
師
早
置
他
詩
。
延
喜
聖
主
抑
而
不
令
読
、
再
三
誦
此
句
。
作
者
不
堪
感
、
叩
膝
高
感
曰
、
ア
ハ
レ
聖
主
哉
聖
主

哉
。
時
人
咲
之
。

（
天
山
に
は
弁
へ
ず 

何
れ
の
年
の
雪
な
る
か
を
、
合
浦
に
は
応
に
迷
ふ
べ
し 

旧
日
の
珠
な
る
か
と
。〈
禁
庭
に
月
を
翫
ぶ
〉

故
老
伝
へ
て
云
ふ
、「
詩
を
講
ず
る
の
間
、
読
師
早
く
他
の
詩
を
置
か
む
と
す
。
延
喜
の
聖
主
、
抑
へ
て
読
ま
し
め
ず
、
再
三
此
の
句
を
誦
し

た
ま
ふ
。
作
者
、
感
に
堪
へ
ず
、
膝
を
叩
き
高
く
感
じ
て
曰
は
く
、「
ア
ハ
レ
聖
主
哉
、
聖
主
哉
」
と
。
時
の
人
之
れ
を
咲
ふ
」
と
。）

詩
の
作
者
は
三
統
理
平
で
あ
る
。
披
講
の
時
、
理
平
の
詩
を
誦
し
終
え
た
読
師
が
次
の
詩
に
移
ろ
う
と
し
た
の
を
醍
醐
天
皇
が
制
止
し
、
二
度

三
度
詩
を
朗
誦
し
て
秀
句
で
あ
る
こ
と
を
一
座
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
天
皇
が
詩
を
評
価
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
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こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
尚
、
後
半
部
分
は
、
理
平
が
暗
黙
の
了
解
事
項
を
こ
と
さ
ら
大
袈
裟
に
表
現
し
た
こ
と
を
失
笑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
─
三
、
村
上
天
皇

　

当
時
、
歴
代
天
皇
の
中
で
詩
人
と
し
て
最
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
の
は
村
上
天
皇
（
九
二
六
│
九
六
七
）
で
あ
る
。『
江
談
抄
』
巻
五
の

第
五
十
話
「
父
子
共
相
伝
文
章
事
（
父
子
共
に
文
章
を
相
ひ
伝
ふ
る
事
）」
に
、

問
云
、
古
今
父
子
相
伝
文
章
者
希
歟
。
帥
答
云
、
良
香
子
在
中
、
菅
家
御
子
淳
茂
、
文
時
子
輔
昭
、
村
上
御
子
六
条
宮
、
此
外
無
之
云
々
。

（
問
ひ
て
云
ふ
、「
古
今
、
父
子
の
文
章
を
相
ひ
伝
ふ
る
者
は
希
な
る
か
」
と
。
帥
（
匡
房
）
答
へ
て
云
ふ
、「
良
香
と
子
の
在
中
、
菅
家
と
御

子
の
淳
茂
、
文
時
と
子
の
輔
昭
、
村
上
と
御
子
の
六
条
宮
、
此
の
外
之
れ
無
し
」
と
云
々
。）

と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。「
六
条
宮
」
は
具
平
親
王
を
指
す
。
ま
た
、
村
上
天
皇
は
父
の
醍
醐
天
皇
と
同
じ
く
、
詩
人
に
対
す
る
鑑
識
眼
に
も
定

評
が
あ
り
、
次
に
掲
げ
る
『
江
談
抄
』
巻
六
の
第
十
話
、
第
十
四
話
は
そ
の
詩
文
の
評
価
者
と
し
て
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

昇
殿
者
是
象
外
之
選
也
、
俗
骨
不
可
以
踏
蓬
萊
之
雲
、
尚
書
亦
天
下
之
望
也
、
庸
才
不
可
以
攀
臺
閣
之
月
。

直
幹
請
任
民
部
少
輔
申
文
。
件
申
文
、
天
暦
帝
置
御
書
机
給
云
々
。

（
昇
殿
は
是
れ
象
外
の
選
び
な
り
、
俗
骨
以
つ
て
蓬
萊
の
雲
を
踏
む
可
か
ら
ず
、
尚
書
は
亦
た
天
下
の
望
み
な
り
、
庸
才
以
つ
て
臺
閣
の
月
を

攀
づ
可
か
ら
ず
。

直
幹
の
民
部
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ
ん
と
請
ふ
申
文
な
り
。
件
ん
の
申
文
は
、
天
暦
帝
、
御
書
机
に
置
き
給
ふ
と
云
々
。）

天
暦
八
年
（
九
五
四
）
八
月
九
日
付
、
名
高
い
橘
直
幹
の
申
文
の
摘
句
で
、『
和
漢
朗
詠
集
』
述
懐
（
757
）
に
収
め
る
。
村
上
天
皇
が
申
文
を
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「
御
書
机
に
置
き
給
ふ
」
と
は
、
秀
句
と
し
て
愛
翫
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

瑩
日
瑩
風
、
高
低
千
顆
万
顆
之
玉
、
染
枝
染
浪
、
表
裏
一
入
再
入
之
紅
。〈
花
光
浮
水
上
詩
序
、
三
品
〉

此
序
、
冷
泉
院
花
宴
也
。
序
遅
無
極
。
主
上
欲
還
御
。
而
依
聞
序
首
、
留
給
。
万
葉
仙
宮
、
百
花
一
洞
也
云
々
。

（
日
に
瑩
き
風
に
瑩
く
、
高
低
千
顆
万
顆
の
玉
、
枝
を
染
め
浪
を
染
む
、
表
裏
一
入
再
入
の
紅
。〈
花
の
光
水
上
に
浮
ぶ
と
い
ふ
詩
序
、
三
品
〉

此
の
序
は
、
冷
泉
院
の
花
宴
な
り
。
序
の
遅
き
こ
と
極
ま
り
無
し
。
主
上
、
還
御
せ
む
と
し
た
ま
ふ
。
而
る
に
序
の
首
を
聞
こ
し
め
す
に
依
り

て
、
留
ま
り
給
ふ
。「
万
葉
の
仙
宮
、
百
花
の
一
洞
な
り
」
と
云
々
。）

応
和
元
年
（
九
六
一
）
三
月
五
日
、
冷
泉
院
で
行
な
わ
れ
た
桜
花
の
宴
で
菅
原
文
時
が
執
筆
し
た
詩
序
か
ら
の
摘
句
で
あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』

花
（
116
）
に
収
め
る
。
村
上
天
皇
が
詩
序
の
冒
頭
の
対
句
を
耳
に
し
て
還
御
す
る
の
を
思
い
留
ま
っ
た
と
あ
る
の
は
、「
万
葉
」（
葉
は
代
の
意
）

と
「
百
花
」
と
が
字
対
を
為
し
、「
仙
宮
」（
仙
は
千
と
音
が
通
じ
る
）
と
「
一
洞
」
と
が
声
対
を
為
す
と
い
う
技
巧
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
匡
房
は
説
話
を
通
し
て
、
村
上
天
皇
の
詩
人
と
し
て
の
力
量
、
そ
し
て
詩
人
を
評
価
す
る
能
力
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か

し
、
匡
房
が
そ
れ
以
上
に
村
上
を
評
価
し
た
の
は
、
村
上
が
自
ら
優
れ
た
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
臣
下
の
詩
人
を
庇
護
し
、
良
好
な
関
係
を
保

ち
続
け
た
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
語
っ
た
説
話
が
『
江
談
抄
』
巻
五
の
第
五
十
七
話
「
村
上
御
製
與
文
時
三
位
勝
負
事
（
村
上
御
製
と
文
時
三

位
と
の
勝
負
の
事
）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宮
中
の
詩
宴
で
主
催
者
の
村
上
天
皇
と
招
か
れ
た
菅
原
文
時
と
の
間
で
、
詩
の
優
劣
に
つ
い
て
激
し

い
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
結
局
村
上
が
譲
歩
す
る
形
で
落
着
さ
せ
、
詩
人
に
対
す
る
寛
大
さ
を
示
し
た
と
い
う
話
柄
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
嘗
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
詳
細
は
割
愛
す
る6

。
こ
こ
で
は
、
村
上
天
皇
に
臣
下
の
詩
人
を
庇
護
す
る
と
い
う
、
詩
境
を
統
治
す
る

に
相
応
し
い
人
格
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
匡
房
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
─
四
、
一
条
天
皇
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一
条
天
皇
（
九
八
〇
│
一
〇
一
一
）
は
『
本
朝
麗
藻
』
作
者
で
あ
り
、
天
皇
と
し
て
は
村
上
天
皇
に
次
い
で
詩
人
の
名
声
を
博
し
て
い
た
。
詩

を
評
価
す
る
能
力
に
長
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
説
話
と
し
て
、
巻
四
の
第
四
十
三
話
を
掲
げ
よ
う
。

山
投
熢
燧
秋
雲
晴
、
海
恩
波
瀾
暁
月
涼
。

此
詩
、
源
為
憲
為
人
作
也
。
後
聞
一
条
院
令
感
給
、
称
自
作
云
々
。

（
山
は
熢
燧
を
投
げ
て
秋
雲
晴
れ
た
り
、
海
は
波
瀾
を
恩
み
て
暁
月
涼
し
。

此
の
詩
は
、
源
為
憲
、
人
の
為
め
に
作
る
な
り
。
後
に
一
条
院
感
ぜ
し
め
給
ふ
と
聞
き
、
自
作
と
称
す
、
と
云
々
。）

源
為
憲
は
、
他
人
の
た
め
に
代
作
し
た
詩
が
一
条
天
皇
を
感
動
さ
せ
た
と
聞
き
、
実
は
自
作
で
あ
る
と
明
か
し
た
と
い
う
話
柄
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
次
に
掲
げ
る
巻
五
の
第
四
話
「
斉
名
不
点
元
稹
集
事
（
斉
名
、
元
稹
集
に
点
ぜ
ざ
る
事
）」
で
匡
房
は
一
条
天
皇
の
ど
の
よ
う
な
性
質
を
言

お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

又
被
命
云
、
一
条
院
以
元
稹
集
下
巻
斉
名
可
点
進
之
由
被
仰
之
。
雖
然
辞
遁
云
々
。

（
又
た
命
せ
ら
れ
て
云
ふ
、「
一
条
院
、
元
稹
集
下
巻
を
以
つ
て
斉
名
に
点
じ
進
ら
す
可
き
の
由
、
之
れ
を
仰
せ
ら
る
。
然
り
と
雖
も
辞
遁
す
」

と
云
々
。）

　

元
稹
は
白
居
易
と
並
ん
で
平
安
時
代
に
良
く
読
ま
れ
た
詩
人
で
あ
る
。
一
条
天
皇
は
紀
斉
名
に
命
じ
て
『
元
稹
集
』
下
巻
に
訓
点
を
加
え
さ
せ

よ
う
と
し
た
が
、
斉
名
は
そ
れ
を
辞
退
し
た
と
あ
る
。
加
点
の
下
命
は
、
斉
名
の
学
才
を
評
価
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
斉
名
が
そ
れ
を
断
っ
た
の
は
何
故
か
。
江
談
抄
研
究
会
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
八
年
）
で
は
、『
元
稹

集
』
が
難
解
で
あ
っ
た
か
、
或
い
は
斉
名
が
多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
い
る
が
、
私
見
で
は
、
一
条
天
皇
に
訓
点
の
誤
り
や
不
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備
を
𠮟
責
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
匡
房
は
、
一
条
が
彼
の
斉
名
を
も
萎
縮
さ
せ
る
ほ
ど
の
学
才
を
持
ち
合
わ
せ
て
お

り
、
詩
境
を
治
め
る
に
相
応
し
い
天
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
、「
詩
境
記
」
の
記
述
が
『
江
談
抄
』
に
見
え
る
匡
房
の
発
言
と
符
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。「
詩
境
記
」
の
「
弘
仁
・
承
和
に
起

こ
り
、
貞
観
・
延
喜
に
盛
ん
な
り
。
承
平
・
天
暦
に
中
興
し
て
、
再
び
長
保
・
寛
弘
に
昌
ん
な
り
」
の
記
述
は
、
そ
の
ま
ま
「
嵯
峨
朝
に
起
こ

り
、
醍
醐
朝
に
盛
ん
な
り
。
村
上
朝
に
中
興
し
て
、
再
び
一
条
朝
に
昌
ん
な
り
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
四
人
の
天
皇
を

本
邦
詩
史
の
画
期
に
位
置
づ
け
た
匡
房
の
認
識
は
、
果
た
し
て
弟
子
の
基
俊
に
受
け
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。

二
、
藤
原
基
俊
の
『
新
撰
朗
詠
集
』

　

藤
原
基
俊
（
一
〇
五
六
│
一
一
四
二
）
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
続
編
と
し
て
、
詩
歌
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
新
撰
朗
詠
集
』
を
編
纂
し
た
。
編
纂

を
下
命
し
た
の
は
藤
原
忠
通
で
、
編
纂
時
期
は
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
か
ら
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
ま
で
の
間
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
匡
房
没
し
て
十
年
か
ら
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
所
収
詩
歌
は
穂
久
邇
文
庫
蔵
本
に
よ
れ
ば
、
摘
句
五
百
四
十
三
首
、
和
歌
二
百
三
首
で

合
計
七
百
四
十
六
首
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
摘
句
中
の
本
邦
詩
句
三
百
十
七
首
で
あ
る
。
本
邦
詩
人
と
そ
の
詩
句
に
限
っ
て
の
入
集
数
と
を

次
に
掲
げ
よ
う
。

大
江
以
言
（
30
） 

菅
原
道
真
・
菅
家
万
葉
集
（
16
） 

慶
滋
保
胤
（
15
） 

紀
斉
名
（
13
） 

藤
原
伊
周
（
11
） 

具
平
親
王
（
10
） 

紀
長
谷
雄
（
９
） 

源
順
（
９
） 

藤
原
明
衡
（
９
） 

三
善
清
行
（
７
） 

源
英
明
（
７
） 

兼
明
親
王
（
６
） 

大
江
朝
綱
（
６
） 

橘
在
列
（
６
） 

菅
原
文
時
（
６
） 

村
上
天
皇
（
６
） 

島
田
忠
臣
（
５
） 
大
江
匡
衡
（
５
） 

大
江
佐
国
（
５
） 

源
時
綱
（
５
） 

輔
仁
親
王
（
５
） 

惟
良
春
道
（
４
） 

橘
直
幹
（
４
） 

菅
原
輔
昭
（
４
） 
藤
原
公
任
（
４
） 

都
良
香
（
３
） 

都
在
中
（
３
） 

高
丘
五
常
（
３
） 

菅
原
庶
幾
（
３
） 

源
為
憲
（
３
） 

一
条
天
皇
（
３
） 

藤
原
為
時
（
３
） 

藤
原
最
貞
（
３
） 

善
滋
為
政
（
３
） 
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大
江
時
棟
（
３
） 

中
原
長
国
（
３
） 

後
三
条
天
皇
（
３
） 

大
江
匡
房
（
３
） 

藤
原
有
信
（
３
） 

嵯
峨
天
皇
（
２
） 

小
野
篁
（
２
） 

高
丘
末
高
（
２
） 

藤
原
篤
茂
（
２
） 

橘
正
通
（
２
） 

高
丘
相
如
（
２
） 

菅
原
忠
貞
（
２
） 

源
経
信
（
２
） 

惟
宗
孝
言
（
２
） 

大
江
隆
兼
（
２
） 

藤
原
敦
宗
（
２
） 

藤
原
季
仲
（
２
） 

橘
広
相
（
１
） 

贈
納
言
（
１
） 

小
野
美
材
（
１
） 

菅
原
淳
茂
（
１
） 

醍
醐
天
皇
（
１
） 

貞
真
親
王
（
１
） 

物
部
安
興
（
１
） 

紀
在
昌
（
１
） 

菅
野
名
明
（
１
） 

笠
雅
望
（
１
） 

藤
原
雅
材
（
１
） 

藤
原
実
頼
（
１
） 
藤
原
後
生
（
１
） 

源
孝
道
（
１
） 

藤
原
惟
成
（
１
） 

菅
原
輔
正
（
１
） 

藤
原
有
国
（
１
） 

源
道
済
（
１
） 

本
摷
采
女
（
１
） 
尾
張
学
生
（
１
） 

入
道
大
納
言
（
１
） 

藤
原
広
業
（
１
） 

藤
原
義
忠
（
１
） 

後
朱
雀
天
皇
（
１
） 

藤
原
定
頼
（
１
） 

藤
原
国
成
（
１
） 

藤
原
家
経
（
１
） 

藤
原
実
範
（
１
） 

菅
原
定
義
（
１
） 

藤
原
頼
宗
（
１
） 

藤
原
能
信
（
１
） 

源
相
方
（
１
） 

後
冷
泉
天
皇
（
１
） 

源
師
房
（
１
） 

藤
原
師
成
（
１
） 

藤
原
有
俊
（
１
） 

藤
原
成
家
（
１
） 

藤
原
行
家
（
１
） 

藤
原
敦
基
（
１
） 

源
成
宗
（
１
） 

藤
原
友
房
（
１
） 
源
俊
房
（
１
） 

菅
原
在
良
（
１
） 

無
名
（
１
）

右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
新
撰
朗
詠
集
』
に
詩
句
が
入
集
し
た
天
皇
は
嵯
峨
・
醍
醐
・
村
上
・
一
条
・
後
朱
雀
・
後
冷
泉
・
後
三
条
の
七
名

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
後
朱
雀
・
後
冷
泉
・
後
三
条
の
三
名
は
「
詩
境
記
」
の
言
及
す
る
時
期
に
は
含
ま
れ
な
い
、
後
代
の
天
皇
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
詩
境
記
」
で
匡
房
が
詩
壇
の
主
宰
者
と
し
て
重
ん
じ
た
四
人
の
天
皇
は
、
一
人
も
削
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
『
新
撰
朗
詠

集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
首
の
み
の
入
集
が
多
い
本
邦
詩
人
の
中
に
あ
っ
て
、
村
上
の
六
首
、
一
条
の
三
首
、
嵯
峨
の
二

首
は
か
な
り
優
遇
さ
れ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
こ
こ
に
詩
壇
の
主
宰
者
は
詩
人
と
し
て
も
優
れ
た
天
皇
が
相
応
し
い
と
す
る
匡
房
の
価
値
観
が
明

瞭
に
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
、
そ
れ
ま
で
詩
人
た
ち
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
嵯
峨
天
皇
を
入
集
さ
せ
た
点
は
、
匡
房
の

弟
子
な
ら
で
は
の
思
い
切
っ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
基
俊
は
師
匡
房
の
主
張
を
継
承
し
、『
新
撰
朗
詠
集
』
の
編
纂
に
当
た
っ
て
そ
の

遺
志
を
厳
守
し
た
の
で
あ
っ
た
。

因
み
に
、
上
位
入
集
の
惟
良
春
道
は
嵯
峨
朝
を
、
菅
原
道
真
・
紀
長
谷
雄
・
三
善
清
行
は
醍
醐
朝
を
、
慶
滋
保
胤
・
源
順
・
大
江
朝
綱
・
菅
原

文
時
は
村
上
朝
を
、
大
江
以
言
・
紀
斉
名
・
藤
原
伊
周
・
具
平
親
王
は
一
条
朝
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
。
良
き
庇
護
者
が
い
て
始
め
て
優
れ
た
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詩
人
は
輩
出
す
る
と
い
う
匡
房
の
文
学
観
が
こ
こ
に
も
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
匡
房
は
「
詩
境
記
」
の
中
で
本
邦
詩
史
の
概
略
を
述
べ
た
後
、「
広
く
謂
へ
ば
則
ち
三
十
餘
人
、
其
の
菁
莫
を
略
す
れ
ば
、
六
七
許
輩

に
過
ぎ
ず
」
と
、
優
れ
た
詩
人
は
広
く
言
え
ば
三
十
人
程
度
、
さ
ら
に
絞
れ
ば
六
、
七
人
に
過
ぎ
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
川
口
久
雄
氏
は
嘗
て
こ

の
記
述
を
取
り
上
げ
て
、

　

三
十
余
人
と
い
う
の
は
弘
仁
・
承
和
に
空
海
・
菅
原
清
公
・
小
野
岑
守
・
嵯
峨
天
皇
・
淳
和
天
皇
・
有
智
子
・
小
野
篁
ら
、
貞
観
・
延
喜
に

大
江
音
人
・
菅
原
是
善
・
春
澄
善
縄
・
都
良
香
・
橘
広
相
・
小
野
美
材
・
島
田
忠
臣
・
菅
原
道
真
・
紀
長
谷
雄
・
三
善
清
行
ら
、
承
平
・
天
暦

に
大
江
朝
綱
・
大
江
維
時
・
菅
原
文
時
・
村
上
天
皇
・
兼
明
親
王
・
源
英
明
・
橘
在
列
・
源
順
ら
、
長
保
・
寛
弘
に
一
条
天
皇
・
慶
滋
保
胤
・

具
平
親
王
・
大
江
匡
衡
・
大
江
以
言
・
紀
在
昌
・
藤
原
伊
周
・
紀
斉
名
・
高
階
積
善
・
源
為
憲
・
藤
原
公
任
ら
の
人
々
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
そ
の
英
豪
を
精
撰
す
れ
ば
六
七
人
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
篁
・
良
香
・
道
真
・
長
谷
雄
・
朝
綱
・
文
時
・
順
ら
の
人
々
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
か
。

と
該
当
す
る
詩
人
を
推
測
し
た7

。
し
か
し
、
こ
の
中
で
空
海
・
菅
原
清
公
・
小
野
岑
守
・
淳
和
天
皇
・
有
智
子
・
大
江
音
人
・
菅
原
是
善
・
春
澄

善
縄
・
大
江
維
時
と
い
っ
た
詩
人
は
、
当
時
最
も
権
威
の
あ
っ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
一
首
も
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
匡
房
が

彼
ら
を
詩
人
と
し
て
評
価
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
基
俊
が
匡
房
の
文
学
観
を
継
承
す
る
中
で
『
新
撰
朗
詠
集
』
を
編
纂
し
た
の
で
あ
れ

ば
、『
新
撰
朗
詠
集
』
の
上
位
入
集
詩
人
こ
そ
が
匡
房
の
言
う
「
三
十
餘
人
」「
六
七
許
輩
」
に
当
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、「
暮
年
詩
記
」
と
『
新
撰
朗
詠
集
』

　

前
節
で
は
、
匡
房
の
「
詩
境
記
」
に
見
ら
れ
る
文
学
的
価
値
観
が
基
俊
の
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
節
で

は
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
構
図
が
匡
房
の
「
暮
年
詩
記
」（『
朝
野
群
載
』
巻
三
、『
本
朝
続
文
粋
』
巻
十
一
）
と
『
新
撰
朗
詠
集
』
と
の
間
に
も
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見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
次
に
「
暮
年
詩
記
」
の
本
文
と
大
意
と
を
示
そ
う
。

　

予
四
歳
始
読
書
、
八
歳
通
史
漢
、
十
一
賦
詩
、
世
謂
之
神
童
。
源
大
相
国
、
風
月
之
主
、
社
稷
之
臣
也
。
試
賜
雪
裏
看
松
貞
之
題
。
此
日
時

棟
朝
臣
在
座
。
筆
不
停
滞
、
文
不
加
点
。
相
府
深
賞
歎
之
、
幸
賜
汲
引
之
恩
。
宇
治
前
大
相
国
、
又
為
被
賦
詩
、
忝
有
徴
辟
。
雖
豫
参
不
賦

之
。
依
当
相
府
之
忌
月
也
〈
十
二
月
〉。
此
日
相
予
曰
、
履
地
踰
人
、
必
至
大
位
。
故
肥
前
守
長
国
朝
臣
、
予
先
祖
李
部
大
卿
之
門
人
也
。
長

於
文
章
、
時
在
任
国
。
見
予
詩
草
、
送
書
相
賀
之
。
十
六
作
秋
日
閑
居
賦
。
故
大
学
頭
明
衡
朝
臣
、
深
以
許
焉
。
常
曰
、
其
鋒
森
然
、
定
少
敵

者
。
後
作
落
葉
埋
泉
石
詩
。
感
曰
、
已
到
佳
境
。
予
後
日
見
之
、
未
尽
其
美
。
然
而
感
先
達
名
儒
如
此
。
故
文
章
博
士
定
義
朝
臣
、
謂
予
師
右

大
弁
定
親
朝
臣
曰
、
定
義
始
不
許
江
茂
才
文
、
近
日
製
作
可
謂
日
新
。
故
都
督
源
亜
相
、
久
好
鑽
仰
、
兼
知
文
章
。
見
予
文
章
、
必
加
褒
美
。

馬
嘶
呉
坂
之
風
、
亀
抃
廬
江
之
浪
。
予
昇
進
之
間
、
必
加
吹
噓
之
力
。
前
肥
後
守
時
綱
朝
臣
、
深
得
詩
心
。
見
予
前
大
相
国
表
幷
源
右
相
府
室

家
源
二
位
願
文
曰
、
殆
近
江
吏
部
之
文
章
。
故
伊
賀
守
孝
言
朝
臣
、
掃
部
頭
佐
国
、
提
携
於
文
、
浮
沈
於
道
。
蓋
後
進
之
領
袖
也
。
見
予
円
徳

院
願
文
幷
前
大
相
国
関
白
第
三
表
、
深
感
歎
。
故
式
部
大
輔
実
綱
朝
臣
、
雖
不
深
文
章
、
猶
非
無
感
激
。
見
予
高
麗
返
牒
而
心
伏
。
右
中
弁
有

信
朝
臣
、
頗
得
詩
心
。
見
予
文
章
、
泣
而
感
之
。

　

爰
頃
年
以
来
、
如
此
之
人
、
皆
以
物
故
、
識
文
之
人
、
無
一
人
存
焉
。
司
馬
遷
有
謂
曰
、
為
誰
為
之
、
令
誰
聞
之
。
蓋
聞
、
匠
石
輟
斧
於
郢

人
、
伯
牙
絶
絃
於
鍾
子
。
何
況
風
騒
之
道
、
識
者
鮮
焉
。
巧
心
拙
目
、
古
人
所
傷
。
寛
治
以
後
、
文
章
不
敢
深
思
、
唯
避
翰
墨
之
責
而
已
。
若

夫
心
動
於
内
、
言
形
於
外
。
独
吟
偶
詠
、
聊
成
巻
軸
。
仍
記
由
緒
、
貽
於
来
葉
。

　

私
は
四
歳
か
ら
読
書
を
始
め
た
。
八
歳
で
史
漢
（『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』）
に
通
暁
し
た
。
十
一
歳
の
と
き
始
め
て
詩
を
賦
し
、
神
童

と
称
え
ら
れ
た
。
そ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
詩
に
造
詣
の
深
い
太
政
大
臣
源
師
房
は
私
を
召
し
、
試
み
に
「
雪
裏
看
松
貞
」
と
い
う
詩
題
を
与
え

て
詩
を
作
ら
せ
た
。
そ
の
場
に
は
長
老
大
江
時
棟
も
い
た
が
、
私
は
少
し
も
滞
ら
ず
一
篇
の
詩
を
書
き
上
げ
、
師
房
を
驚
嘆
さ
せ
た
。
宇
治
関

白
太
政
大
臣
藤
原
頼
通
も
ま
た
私
を
召
し
て
試
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
日
が
道
長
公
の
忌
日
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
賦
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詩
を
辞
退
し
た
。
頼
通
は
私
を
相
し
て
必
ず
や
大
位
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
た
。
肥
前
守
中
原
長
国
は
曾
祖
父
大
江
匡
衡
の
弟
子
で
、
詩

に
長
じ
、
当
時
任
国
に
あ
っ
た
が
、
私
の
詩
草
を
見
て
、
書
面
で
祝
賀
し
た
。
十
六
歳
の
と
き
「
秋
日
閑
居
賦
」（『
本
朝
続
文
粋
』
巻
一
）
を

作
り
、
大
学
頭
藤
原
明
衡
に
認
め
ら
れ
た
。
後
に
作
っ
た
「
落
葉
埋
泉
石
詩
」
も
、
そ
れ
ほ
ど
良
い
出
来
で
は
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
明
衡

は
秀
句
と
し
て
評
価
し
て
く
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
私
は
先
達
の
名
儒
を
感
服
さ
せ
た
。
文
章
博
士
菅
原
定
義
は
我
が
師
の
右
大
弁
平
定
親
に
向

か
っ
て
、
定
義
は
は
じ
め
匡
房
の
詩
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
近
頃
の
作
は
日
々
上
達
し
て
い
る
と
褒
め
た
。
大
納
言
太
宰
権
帥
源
経
信
は
学
問

を
好
み
、
詩
を
良
く
理
解
し
た
。
私
の
詩
を
見
れ
ば
必
ず
褒
め
て
く
れ
、
ま
た
私
の
官
位
昇
進
に
は
絶
え
ず
助
力
推
薦
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

肥
後
守
源
時
綱
は
詩
心
を
得
た
文
人
で
、
私
の
「
京
極
前
大
相
国
辞
関
白
第
三
表
」（『
本
朝
続
文
粋
』
巻
四
）
と
「
右
府
室
家
為
亡
息
后
被
供

養
堂
願
文
」（
同
巻
十
三
）
と
を
評
し
て
、
す
で
に
大
江
匡
衡
の
域
に
達
し
て
い
る
と
称
讃
し
た
。
伊
賀
守
惟
宗
孝
言
と
掃
部
頭
大
江
佐
国
と

は
詩
作
と
学
問
に
耽
り
、
後
進
の
領
袖
で
あ
っ
た
。
私
の
「
円
徳
院
供
養
願
文
」（『
本
朝
続
文
粋
』
卷
十
三
）
と
「
京
極
前
大
相
国
辞
関
白
第

三
表
」
と
を
見
て
深
く
感
歎
し
た
。
式
部
大
輔
藤
原
実
綱
は
詩
文
に
そ
れ
ほ
ど
造
詣
が
深
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
私
の
執
筆
し
た
「
高
麗

返
牒
」（『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
、『
本
朝
続
文
粋
』
巻
十
一
）
を
見
て
心
伏
し
た
。
右
中
弁
藤
原
有
信
は
詩
心
を
得
た
儒
者
で
、
私
の
詩
文
を

見
て
感
涙
に
咽
ん
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
し
ば
ら
く
の
間
に
私
を
認
め
て
く
れ
た
右
の
人
々
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
理
解
者
の
全
く
い
な
い
と
こ
ろ

で
従
前
ど
お
り
に
詩
文
を
作
る
の
は
つ
ら
く
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
寛
治
年
間
以
後
、
詩
文
は
儒
者
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
の
み

に
止
め
、
敢
え
て
推
敲
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
感
興
に
任
せ
て
独
吟
偶
詠
し
た
詩
も
一
巻
を
成
す
に
至
っ
た
の
で
、
そ

の
間
の
経
緯
を
以
上
の
よ
う
に
記
し
て
後
世
に
貽
そ
う
と
思
う
。

　
「
暮
年
詩
記
」
は
、
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
匡
房
五
十
九
歳
頃
に
執
筆
し
た
自
伝
的
作
品
で
、
自
撰
詩
集
に
序
文
と
し
て
付
し
た
も
の
で
あ

る（
（
（

。
自
ら
の
半
生
を
顧
み
て
、
そ
の
時
々
に
匡
房
の
文
才
を
認
め
て
く
れ
た
十
二
名
の
人
物
（
傍
線
部
）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
匡
房
の
方
も
そ
れ

ら
の
人
々
の
文
才
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
各
人
に
付
し
た
短
い
人
物
評
か
ら
も
容
易
に
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
顔
ぶ
れ
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で
あ
る
。
こ
の
十
二
名
に
は
あ
る
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
、
全
員
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
作
品
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
、
次
に
示
す
よ
う
に
大
半
が
二
首
以
上
の
上
位
入
集
者
な
の
で
あ
る
。

源
師
房
（
詩
句
一
首
） 

大
江
時
棟
（
詩
句
三
首
） 

藤
原
頼
通
（
和
歌
一
首
）

中
原
長
国
（
詩
句
三
首
） 

藤
原
明
衡
（
詩
句
九
首
、
長
句
二
首
） 

菅
原
定
義
（
詩
句
一
首
）

源
経
信
（
詩
句
二
首
） 

源
時
綱
（
詩
句
五
首
） 

惟
宗
孝
言
（
詩
句
二
首
）

大
江
佐
国
（
詩
句
五
首
） 

藤
原
実
綱
（
長
句
一
首
） 

藤
原
有
信
（
詩
句
三
首
）

　

こ
の
よ
う
に
基
俊
は
、
匡
房
が
「
暮
年
詩
記
」
で
優
れ
た
詩
人
と
認
め
た
者
を
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
優
遇
し
て
入
集
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

基
俊
が
師
で
あ
る
匡
房
の
文
学
的
評
価
を
尊
重
し
、
こ
れ
を
正
し
く
継
承
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

結
語

　

以
上
、
大
江
匡
房
の
著
作
「
詩
境
記
」「
暮
年
詩
記
」
を
取
り
上
げ
、
藤
原
基
俊
の
『
新
撰
朗
詠
集
』
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
匡
房
の

学
問
体
系
が
基
俊
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。『
新
撰
朗
詠
集
』
の
中
に
は
、
匡
房
の
薫
陶
を
受
け
た
基
俊
が
そ
の
学
問
的
成
果

を
示
す
と
い
う
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
。

尚
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
ほ
か
に
、「
詩
境
記
」
に
見
ら
れ
る
中
国
詩
人
の
評
価
や
『
江
談
抄
』
に
見
ら
れ
る
本
邦
詩
人
の
評
価
が

『
新
撰
朗
詠
集
』
所
収
摘
句
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
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注１
、
大
江
匡
房
と
藤
原
基
俊
と
が
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、

一
、
十
五
歳
と
い
う
二
人
の
年
齢
差
は
師
弟
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
支
障
が
無
い
こ
と
。

二
、
基
俊
撰
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
匡
房
の
作
品
が
他
の
作
者
に
比
し
て
多
く
入
集
し
て
い
る
こ
と
。

三
、『
新
撰
朗
詠
集
』
の
依
拠
資
料
と
し
て
『
江
談
抄
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
、
基
俊
が
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
書
写
す
る
に
当
た
っ
て
、
作
者
名
と
共
に
文
題
・
詩
題
を
注
記
す
る
と
い
う
匡
房
の
創
始
し
た
書
式
を
採
用
し
て
い

る
こ
と
。
ま
た
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
も
同
じ
書
式
を
用
い
て
い
る
こ
と
。

 

の
四
点
を
挙
げ
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
大
江
匡
房
と
藤
原
基
俊
」（『
説
話
文
学
研
究
』
第
五
十
五
号
、
説
話
文
学
会
、
二
〇
二
〇
年
七
月
刊
行
予
定
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

２
、
後
藤
昭
雄
「
大
江
匡
房
「
詩
境
記
」
考
」（『
平
安
朝
漢
文
学
史
論
考
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
四
月
。
初
出
は
一
九
八
七
年
二
月
）
に
詳
し
い
考
察

が
あ
る
。

３
、『
江
談
抄
』
は
、
山
根
對
助
・
後
藤
昭
雄
校
注
の
本
文
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
32
『
江
談
抄 

中
外
抄 

富
家
語
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
六
月
）
を

用
い
た
。
訓
み
下
し
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

４
、
太
田
晶
二
郎
「
白
氏
詩
文
の
渡
来
に
つ
い
て
」（『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
冊
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
八
月
。
初
出
は
一
九
五
六
年
六
月
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

５
、
国
文
学
史
上
の
承
和
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
大
曾
根
章
介
「
王
朝
漢
文
学
の
諸
問
題
│
時
期
区
分
に
関
す
る
一
考
察
」（『
大
曾
根
章
介
日
本
漢
文
学
論
集
』

第
一
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
六
月
。
初
出
は
一
九
六
三
年
一
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
、
拙
稿
「
文
人
貴
族
の
知
識
体
系
」（『
句
題
詩
論
考
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
十
一
月
。
初
出
は
二
〇
一
四
年
十
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

７
、
川
口
久
雄
「
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
に
お
け
る
時
期
区
分
と
各
期
の
特
質
」（『
三
訂　

平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
』
上
篇
、
明
治
書
院
、
一
九
七
五

年
十
二
月
）。

８
、「
暮
年
詩
記
」
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
暮
年
記
」
の
執
筆
時
期
」（『
平
安
後
期
日
本
漢
文
学
の
研
究
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
五
月
。

初
出
は
一
九
九
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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〔
附
記
〕
思
い
起
こ
せ
ば
、
慶
応
大
学
に
奉
職
し
た
当
初
、
私
は
『
新
撰
朗
詠
集
』
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
九
三
年
の
恩
師

大
曾
根
章
介
先
生
の
逝
去
を
機
に
、
研
究
対
象
を
藤
原
基
俊
か
ら
大
江
匡
房
に
移
す
こ
と
と
し
、
以
後
こ
れ
ま
で
匡
房
の
著
作
を
手
懸
か
り
と

し
て
平
安
時
代
の
学
問
体
系
の
解
明
に
努
め
て
き
た
。
藤
原
基
俊
の
こ
と
は
半
ば
忘
れ
か
け
て
い
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

れ
が
今
、
大
学
を
退
職
す
る
直
前
に
な
っ
て
、
奇
し
く
も
基
俊
に
再
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
感
慨
を
催
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。


